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塩尻市地域公共交通協議会規約 

 

 （設置） 

第１条 塩尻市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第

１項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)

の作成及び実施に関する協議を行うために設置する。 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、塩尻市大門七番町３番３号塩尻市役所内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 

 （1）網形成計画の作成及び変更に関すること。 

 （2）網形成計画の実施に関すること。 

 （3）網形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（4）前３号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（1）塩尻市長（以下「市長」という。） 

（2）一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般旅客自動車運送事業者並びにその組織

する団体 

（3）住民又は利用者の代表者 

（4）国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 

（5）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

（6）長野県警察 

（7）道路管理者 

（8）学識経験者 

（9）市職員 

（10）その他市長が必要と認める者 

 （役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

 （1）会長  １人 

 （2）副会長 １人 

 （3）監査員 ２人 

２ 会長は、市長とし、協議会を代表する。 

３ 会長、副会長及び監査員は、相互に兼ねることはできない。 

４ 副会長及び監査員は、委員のうちから会長が指名する。 
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５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 監査員は、協議会の会計を監査する。 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（事務局） 

第７条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、塩尻市の交通施策を担当する課に置く。 

３ 会長は、前項に掲げる課のほか、網形成計画の作成及び実施に関連する課等を事務

局に参加させることができる。 

４ 事務局の処務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （会議及び運営等） 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会議は、公開とする。ただし、特別な事情があると認められる協議については、こ

れを公開しないことができる。 

６ 会長は、会議の内容が軽微な場合又は緊急その他やむを得ない事情により会議を 

開催することが困難な場合は、書面協議により議決をすることができる。この場合に 

おいて、第２項及び第４項の規定を準用する。 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で議決された事項については、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

 （議事録） 

第１０条 協議会の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録は、当日出席した委員の中から、その会議において選任された議事録署名人

２名以上が署名押印しなければならない。 

 （部会） 

第１１条 協議会は、第３条各号に掲げる事項について、協議又は調整をするため、必

要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
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（財務に関する事項） 

第１２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるもの

とする。 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならな

い。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必

要な事項は、会長が別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１３条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切 

 り、会長であったものがこれを決算する。 

 （規約の変更） 

第１４条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければならない。 

 （補足） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別 

に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和元年６月２７日から施行する。 
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塩尻市地域公共交通会議兼塩尻市地域公共交通協議会　名簿

NO 区分 所属 役職 氏　　　名

主宰 塩尻市 会長 小口　利幸

1 一般乗合旅客自動車運送事業者 アルピコタクシー㈱松本支社 副支社長 柳沢　賢一

2 一般乗合旅客自動車運送事業者　（元） アルピコ交通㈱中南信支社　 支社長 二條　宏昭

3 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 塩尻地区タクシー協議会代表 代表 小林　博明

4 一般旅客自動車運送事業者 辰野タクシー㈱ 代表取締役 飯澤　和也

5 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体 信州アルピコタクシー労働組合 塩尻副支部長 中村　英樹

6 市内で運行している路線バス事業者 大新東株式会社松本営業所 担当 櫻井　利朗

7 住民又は利用者の代表者 大門地区区長会 会長 千葉　周一

8 住民又は利用者の代表者 塩尻東地区区長会 会長 鈴木　澄生

9 住民又は利用者の代表者 片丘地区区長会 会長 須澤　剛

10 住民又は利用者の代表者 広丘地区区長会 会長 今井　英雄

11 住民又は利用者の代表者 高出地区区長会 会長 小林　清人

12 住民又は利用者の代表者 吉田地区区長会 副会長 赤津　政義

13 住民又は利用者の代表者 洗馬地区区長会 会長 上條　勝

14 住民又は利用者の代表者 宗賀地区区長会 会長 松原　範雄

15 住民又は利用者の代表者 北小野地区区長会 会長 古厩　一

16 住民又は利用者の代表者 楢川地区区長会 会長 橋戸　勝

17 住民又は利用者の代表者 塩尻市友愛クラブ 会長 荻上　弘美

18 住民又は利用者の代表者 辰野町小野区 区長 宇治　元一

19 学識経験者 長野工業高等専門学校 教授 柳沢　吉保

20 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局交通企画課 課長 佐々木　凜太郎

21 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局 長野運輸支局 首席運輸企画専門官 芦澤　千恵子

22 道路管理者 国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所 副所長 畦地　拓也

23 道路管理者 飯田国道事務所 木曽維持出張所 所長 上田　昌宏

24 道路管理者 松本建設事務所 維持管理課 課長 丸山　泰正

25 道路管理者 松本市 建設部維持課 課長 百瀬　信

26 道路管理者 辰野町 建設水道課 課長 宮原　利明

27 道路管理者 塩尻市 建設事業部建設課 課長 細井　良彦

28 長野県警察 塩尻警察署 交通課 課長 今溝　隆

29 長野県の関係行政機関の職員 長野県 企画振興部交通政策課 課長 小林　伸行

30 長野県の関係行政機関の職員 松本地域振興局 企画振興課 課長 兵藤　裕一

31 市職員 塩尻市 建設事業部 部長 中野　昭彦

32 その他市長が必要と認める者 長野県バス協会 専務理事 松井　道夫

33 その他市長が必要と認める者 東日本旅客鉄道（株）塩尻駅 駅長 小林　雅秀

34 その他市長が必要と認める者 塩尻市PTA連合会 会長 松山　茂

35 その他市長が必要と認める者 塩尻市社会福祉協議会 会長 伊藤　高良

36 その他市長が必要と認める者 塩尻商工会議所 副会頭 浜　行雄

37 その他市長が必要と認める者 塩尻市観光協会 会長 塩原　悟文

塩尻市地域公共交通協議会事務局　

事務局長　塩尻市都市計画課長　曽根原　博

塩尻市都市計画課、経営戦略課、観光課、教育総務課、こども課、福祉課、長寿課
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改
正
理
由

 

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
9
年
法
律
第
５
９
号
。
）
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
、
令
和
２
年
１
１
月
２
７
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
塩
尻
市
地
域

公
共
交
通
協
議
会
規
約
及
び
当
該
規
約
に
係
る
要
領
の
改
正
を
行
う
も
の

 

 

第
１
号
議
案

 
塩
尻
市
地
域
公
共
交
通
協
議
会
規
約
の

 
一
部
を
改
正
す
る
規
約
（
案
）
に
つ
い
て
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持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
の

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（令
和
2
年
1
1
月
2
7
日
施
行
）

○
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
「
地
域
公
共
交
通
計
画
」（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）の
作
成

・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
計
画
（マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）の
作
成
を
努
力
義
務
化

⇒
国
が
予
算
・ノ
ウ
ハ
ウ
面
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
に
お
け
る
取
組
を
更
に
促
進
（作
成
経
費
を
補
助
※
予
算
関
連
）

・
従
来
の
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
、
地
域
の
多
様
な
輸
送
資
源
（自
家
用
有
償
旅
客
運
送
、

福
祉
輸
送
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
）も
計
画
に
位
置
付
け

⇒
バ
ス
・タ
ク
シ
ー
等
の
公
共
交
通
機
関
を
フ
ル
活
用
し
た
上
で
、
地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
や
か
に
対
応

（
情
報
基
盤
の
整
備
・活
用
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
推
進
に
も
配
慮
）

・
定
量
的
な
目
標
（利
用
者
数
、
収
支
等
）の
設
定
、
毎
年
度
の
評
価
等

⇒
デ
ー
タ
に
基
づ
く
P
D
C
A
を
強
化地
域
が
自
ら
デ
ザ
イ
ン
す
る
地
域
の
交
通

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

○
地
域
に
お
け
る
協
議
の
促
進

・
乗
合
バ
ス
の
新
規
参
入
等
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
国
が
地
方
公
共
団
体
に
通
知

・
通
知
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
は
、
新
規
参
入
等
で
想
定
さ
れ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施

計
画
へ
の
影
響
等
も
踏
ま
え
、
地
域
の
協
議
会
で
議
論
し
、
国
に
意
見
を
提
出

ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
た

地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
の
促
進

（市
町
村
又
は
都
道
府
県
（市
町
村
と
共
同
）が
作
成
）

メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
や
P
D
C
A
の
強
化
に
よ
り
、

持
続
可
能
な
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保

（市
町
村
又
は
都
道
府
県
（市
町
村
と
共
同
）が
作
成
）

地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・道
路
運
送
法
】

輸
送
資
源
の
総
動
員
に
よ
る
移
動
手
段
の
確
保

○
【
現
状
】
地
方
都
市
の
バ
ス
路
線
で
は
、
不
便
な
路
線
・
ダ

イ
ヤ
や
画
一
的
な
運
賃
が
見
直
さ
れ
に
く
く
、
利
便
性
向
上

や
運
行
の
効
率
化
に
支
障

ま
た
、
独
占
禁
止
法
の
カ
ル
テ
ル
規
制
に
抵
触
す
る
お
そ
れ

か
ら
、
ダ
イ
ヤ
、
運
賃
等
の
調
整
は
困
難

○
【
改
正
案
】
「
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業
」を
創
設

⇒
路
線
の
効
率
化
の
ほ
か
、
「
等
間
隔
運
行
」
や
「
定
額
制

乗
り
放
題
運
賃
」
「
乗
継
ぎ
割
引
運
賃
（
通
し
運
賃
）
」
等

の
サ
ー
ビ
ス
改
善
を
促
進

併
せ
て
、
独
占
禁
止
法
特
例
法
に
よ
り
、
乗
合
バ
ス
事

業
者
間
等
の
共
同
経
営
に
つ
い
て
、
カ
ル
テ
ル
規
制
を

適
用
除
外
す
る
特
例
を
創
設

M
a

a
S
の
円
滑
な
普
及
促
進
に
向
け
た
措
置

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
実
施
の
円
滑
化

地
域
に
最
適
な
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
継
続

貨
客
混
載
に
係
る

手
続
の
円
滑
化

交
通
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
支
援
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
物
流
総
合
効
率
化
法
】

○
過
疎
地
等
で
市
町
村
等
が
行
う
自
家

用
有
償
旅
客
運
送
に
つ
い
て
、
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
運
行
管
理
、
車
両

整
備
管
理
で
協
力
す
る
制
度
を
創
設

⇒
運
送
の
安
全
性
を
向
上
さ
せ
つ
つ
、

実
施
を
円
滑
化

○
地
域
住
民
の
み
な
ら
ず
観
光
客
を
含

む
来
訪
者
も
対
象
と
し
て
明
確
化

⇒
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
含
む
観
光
ニ
ー
ズ

へ
も
対
応

○
鉄
道
や
乗
合
バ
ス
等
に
お
け
る

貨
客
混
載
を
行
う
「
貨
客
運
送

効
率
化
事
業
」
を
創
設

⇒
旅
客
・
貨
物
運
送
サ
ー
ビ
ス

の
生
産
性
向
上
を
促
進

○
路
線
バ
ス
等
の
維
持
が
困
難
と
見
込
ま
れ

る
段
階
で
、
地
方
公
共
団
体
が
、
関
係
者
と

協
議
し
て
サ
ー
ビ
ス
継
続
の
た
め
の
実
施

方
針
を
策
定
し
、
公
募
に
よ
り
新
た
な
サ
ー

ビ
ス
提
供
事
業
者
等
を
選
定
す
る
「
地
域
旅

客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
事
業
」を
創
設

貨
客
混
載

⇒
従
前
の
路
線
バ
ス
等
に
代
わ
り
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
右
の
①
～
⑥
の
い
ず
れ

か
に
よ
る
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
継
続

を
実
現

○
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
よ
る
資
金
の
貸
付
制

度
の
対
象
と
し
て
、
L
R
T
・
B
R
T
等
の
ほ
か
、
以
下
の
交
通
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
を
追
加
（
※
予
算
関
連
）

・
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た

鉄
道
の
整
備

⇒
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実

・
物
流
総
合
効
率
化
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
物
流
拠
点

（
ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
）
の
整
備

⇒
複
数
の
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
効
率
化
を
促
進

物
流
拠
点

鉄
道
イ
ン
フ
ラ

複
数
交
通
機
関
の

一
括
フ
リ
ー
パ
ス
の
提
供

既
存
の
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
の
徹
底

定
額
制
乗
り
放
題
運
賃

デ
マ
ン
ド
交
通
（
タ
ク
シ
ー
車
両
に
よ
る
乗
合
運
送

（
区
域
運
行
）
）
に
よ
る
継
続

実
施
方
針
に
定
め
る
メ
ニ
ュ
ー
例

福
祉
輸
送
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、
病
院
、
商
業
施
設

等
へ
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
等
の
積
極
的
活
用

①

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
よ
る
継
続

タ
ク
シ
ー
（
乗
用
事
業
）
に
よ
る
継
続

乗
合
バ
ス
事
業
者
な
ど
他
の
交
通
事
業
者
に
よ
る

継
続
（
縮
小
・
変
更
含
む
）

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
よ
る
継
続

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

利
用
者
目
線
に
よ
る
路
線
の
改
善
、
運
賃
の
設
定

だ
ん
ご
状
態

の
ダ
イ
ヤ

B
事
業
者

A
/B
事
業
者

A
事
業
者

等
間
隔
で

利
用
し
や
す
く

1
4
:0
0

1
4
:3
0

1
5
:0
0

等
間
隔
運
行

1
4
:0
0

1
4
:3
0

1
5
:0
0

何
回
乗
っ
て
も

最
大

3
0

0
円

・
・
・
な
ど

○
M
aa
S
に
参
加
す
る
交
通
事
業
者
等
が

策
定
す
る
新
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
事

業
計
画
の
認
定
制
度
を
創
設

⇒
交
通
事
業
者
の
運
賃
設
定
に
係
る

手
続
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化

○
M
aa
S
の
た
め
の
協
議
会
制
度
を
創
設

⇒
参
加
す
る
幅
広
い
関
係
者
の
協

議
・
連
携
を
促
進

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の

策
定
状
況

ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
た

地
域
公
共
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

地
域
に
お
け
る

輸
送
資
源
の
総
動
員

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
（
H
2
6改
正
）

地
域
公
共
交
通
計
画
（今
回
改
正
後
）

A
＋

B
＋

C

＝
3

0
0
円
／
日

現
行
の
目
標
（
2
02
0年
度
末
50
0件
）は
達
成

M
a
a
S
の
事
例
（
伊
豆
地
域
）

※
M

a
a

S
：M

o
b

il
it
y
 a

s
 a

 S
e

rv
ic

e

バ
ス

A
B

バ
スC

鉄
道

（件
）
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塩尻市地域公共交通協議会規約 新旧対照表 

 

改正（新） 現行（旧） 

（設置） 

第１条 塩尻市地域公共交通協議会(以下

「協議会」という。)は、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１

９年法律第５９号。以下「法」という。）

第６条第１項の規定に基づき、塩尻市地

域公共交通計画(以下「交通計画」とい

う。)の作成及び実施に関する協議を行

うために設置する。 

第２条 略 

（事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議

し、実施する。 

（1）交通計画の作成及び変更に関するこ

と。 

（2）交通計画の実施に関すること。 

（3）交通計画に位置付けられた事業の実

施に関すること。 

（4）略 

第４条～第７条第２項 略 

３ 会長は、前項に掲げる課のほか、交通

計画の作成及び実施に関連する課等を

事務局に参加させることができる。 

第７条４項～第１５条 略 

 

附 則 

 この規約は、令和元年６月２７日から施 

行する。 

附 則 

この規約は、令和２年１２月２２日から 

施行する。 

 

（設置） 

第１条 塩尻市地域公共交通協議会(以下

「協議会」という。)は、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１

９年法律第５９号。以下「法」という。）

第６条第１項の規定に基づき、塩尻市地

域公共交通網形成計画(以下「網形成計

画」という。)の作成及び実施に関する

協議を行うために設置する。 

第２条 略 

（事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議

し、実施する。 

（1）網形成計画の作成及び変更に関する

こと。 

（2）網形成計画の実施に関すること。 

（3）網形成計画に位置付けられた事業の

実施に関すること。 

（4）略 

第４条～第７条第２項 略 

３ 会長は、前項に掲げる課のほか、網形

成計画の作成及び実施に関連する課等

を事務局に参加させることができる。 

第７条４項～第１５条 略 

 

附 則 

 この規約は、令和元年６月２７日から施 

行する。 
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塩尻市地域公共交通協議会規約（案） 

 

 （設置） 

第１条 塩尻市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第

１項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及

び実施に関する協議を行うために設置する。 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、塩尻市大門七番町３番３号塩尻市役所内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 

 （1）交通計画の作成及び変更に関すること。 

 （2）交通計画の実施に関すること。 

 （3）交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（4）前３号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（1）塩尻市長（以下「市長」という。） 

（2）一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般旅客自動車運送事業者並びにその組織

する団体 

（3）住民又は利用者の代表者 

（4）国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 

（5）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

（6）長野県警察 

（7）道路管理者 

（8）学識経験者 

（9）市職員 

（10）その他市長が必要と認める者 

 （役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

 （1）会長  １人 

 （2）副会長 １人 

 （3）監査員 ２人 

２ 会長は、市長とし、協議会を代表する。 

３ 会長、副会長及び監査員は、相互に兼ねることはできない。 

４ 副会長及び監査員は、委員のうちから会長が指名する。 
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５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 監査員は、協議会の会計を監査する。 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（事務局） 

第７条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、塩尻市の交通施策を担当する課に置く。 

３ 会長は、前項に掲げる課のほか、交通計画の作成及び実施に関連する課等を事務局

に参加させることができる。 

４ 事務局の処務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （会議及び運営等） 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会議は、公開とする。ただし、特別な事情があると認められる協議については、こ

れを公開しないことができる。 

６ 会長は、会議の内容が軽微な場合又は緊急その他やむを得ない事情により会議を 

開催することが困難な場合は、書面協議により議決をすることができる。この場合に 

おいて、第２項及び第４項の規定を準用する。 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で議決された事項については、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

 （議事録） 

第１０条 協議会の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録は、当日出席した委員の中から、その会議において選任された議事録署名人

２名以上が署名押印しなければならない。 

 （部会） 

第１１条 協議会は、第３条各号に掲げる事項について、協議又は調整をするため、必

要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
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（財務に関する事項） 

第１２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるもの

とする。 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならな

い。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必

要な事項は、会長が別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１３条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切 

 り、会長であったものがこれを決算する。 

 （規約の変更） 

第１４条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければならない。 

 （補足） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別 

に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和元年６月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、令和２年１２月２２日から施行する。 
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塩尻市地域公共交通協議会事務局処務要領 新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

改正（新） 現行（旧） 

第１条～第３条第２項 略 

 

３ 事務局員は、市の交通施策を担当する課

の職員及び交通計画の作成及び実施に関

連する課等の職員(事務局長が必要と認め

る者に限る。)をもって充てる。 

 

第４条～第７条 略 

 

附 則 

この要領は、令和元年６月２７日から施行 

する。 

附 則 

この要領は、令和２年１２月２２日から 

施行する。 

 

第１条～第３条第２項 略 

 

３ 事務局員は、市の交通施策を担当する課

の職員及び網形成計画の作成及び実施に

関連する課等の職員(事務局長が必要と認

める者に限る。)をもって充てる。 

 

第４条～第７条 略 

 

附 則 

 この要領は、令和元年６月２７日から施行 

する。 
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塩尻市地域公共交通協議会事務局処務要領（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、塩尻市地域公共交通協議会規約（以下「規約」という。）第７条第４

項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （1）協議会の会議に関すること。 

 （2）協議会の資料作成に関すること。 

 （3）協議会の庶務に関すること。 

 （4）前３号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項 

 （事務局に置く職及び職員） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、市の交通施策を担当する課の課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、市の交通施策を担当する課の職員及び交通計画の作成及び実施に関連す

る課等の職員(事務局長が必要と認める者に限る。)をもって充てる。 

 （専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と

認められる事項については、この限りではない。 

 （1）事務局の運営に関すること。 

 （2）物品及び現金の出納に関すること。 

 （3）前２号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 

 （文書の取扱い） 

第５条 事務局における文書の取扱いは、塩尻市の文書の取扱いの例による。 

 （公印の取扱い） 

第６条 公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管守

者は、別表のとおりとする。 

 （委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、塩尻市地域公共交通協議会会長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和元年６月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１２月２２日から施行する。 
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別表 （第６条関係） 

名称 様式 書体 寸法 

(ミリメートル) 

使用する文書の

区分 

個数 管守者 

塩尻市地

域公共交

通協議会

長印 

 てん 方１８ 会長名にて執行

する文書 

1 事務局長 

 

塩尻市地域 

公共交通協 

議会長之印 
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第
２
号
議
案

 

令
和
２
年
度
塩
尻
市
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
改
善
計
画
に
係
る

 

事
業
評
価
（
案
）
に
つ
い
て
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令和２年度塩尻市地域内フィーダー系統確保維持計画 R1.10～R2.9

実績値

年 月 利用者数 運行日数 便数 便数合計 1便当たり平均

10月 1,374 31 4 124 11.1

11月 1,501 30 4 120 12.5

12月 1,011 24 4 96 10.5

1月 901 23 4 92 9.8

2月 953 23 4 92 10.4

3月 881 28 4 112 7.9

4月 913 30 4 120 7.6

5月 730 31 4 124 5.9

6月 907 30 4 120 7.6

7月 889 31 4 124 7.2

8月 1,113 31 4 124 9.0

9月 1,013 30 4 120 8.4

12,186 342 48 1,368 8.9

1便あたりの乗車人数 11.5人

年間利用者数 15,700人

令和元年度塩尻市地域内フィーダー系統確保維持計画　 参考 H30.10～R1.9

実績値

年 月 利用者数 運行日数 便数 便数合計 1便当たり平均

10月 1,457 31 4 124 11.8

11月 1,234 30 4 120 10.3

12月 1,000 24 4 96 10.4

1月 866 23 4 92 9.4

2月 953 23 4 92 10.4

3月 1,140 28 4 112 10.2

4月 1,353 30 4 120 11.3

5月 1,435 31 4 124 11.6

6月 1,297 30 4 120 10.8

7月 1,404 31 4 124 11.3

8月 1,513 31 4 124 12.2

9月 1,433 30 4 120 11.9

15,085 342 48 1,368 11.0

1便あたりの乗車人数 11.0人

年間利用者数 14,500人

計画の目標値

31年
（元年）

合計

Ｒ２年

31年
（元年）

合計

計画の目標値

30年
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令
和
２
年
度
塩
尻
市
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
計
画

 
事
業
評
価

 

令
和
２
年
度
計
画
の
目
標
値

 
年
間
利
用
者
数

1
5
,7

0
0
人
、
便
あ
た
り
平
均

1
1
.5
人
を
下
回
る
結
果

 

⇨
３
月
以
降
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
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感
染
症
拡
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伴
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行
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１
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月

 
１
月

 
２
月

 
３
月

 
４
月

 
５
月

 
６
月

 
７
月

 
８
月

 
９
月

 

Ｒ
２
年
度
計
画

 
利
用
者
数

 
Ｒ
１
年
度
計
画

 
利
用
者
数

 
Ｒ
２
年
度
計
画

 
便
当
た
り
平
均

 
Ｒ
１
年
度
計
画

 
便
当
た
り
平
均

 

便
あ
た
り
平
均

 

目
標
値

 

１
１

.5
人
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令
和
2年
12
月
22
日

協
議
会
名
：

塩
尻
市
地
域
公
共
交
通
会
議

評
価
対
象
事
業
名
：

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

④
評
価
基
準 Ａ Ｂ Ｃ

⑤
評
価
基
準 Ａ Ｂ Ｃ

事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
目
標
を
達
成
で
き
て
い
な
い
点
が
あ
っ
た
（一
部
達
成
で
き
な
い
見
込
み
）

事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
お
り
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た

事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
（達
成
で
き
な
い
見
込
み
）

事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
お
り
、
適
切
に
実
施
さ
れ
た

事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
点
が
あ
っ
た

事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
目
標
を
達
成
し
た
（す
る
見
込
み
）

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
・
事
業
評
価
（
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

・
北
小
野
線

（
勝
弦
先
廻
り
）
塩
尻
駅
前
～
チ
ロ

ル
の
森
～
勝
弦
詰
所
前
～
小
野
駅

～
慿
生
鮮
食
品
館
前
～
塩
尻
駅
前

（
古
町
先
廻
り
）
塩
尻
駅
前
～
慿
生

鮮
食
品
館
前
～
小
野
駅
～
勝
弦
詰

所
前
～
チ
ロ
ル
の
森
～
塩
尻
駅
前

　
前
回
計
画
で
は
、
位
置
づ
け
ら
れ

た
目
標
値
を
達
成
し
た
た
め
、
上
方

修
正
し
、
更
な
る
利
用
者
向
上
を
目

指
し
た
。

　
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
は
、

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
策

定
に
向
け
、
地
域
住
民
と
の
意
見

交
換
会
を
実
施
し
、
利
用
者
意
識

の
醸
成
を
は
か
っ
た
。
ま
た
、
現
状

の
交
通
網
に
対
す
る
課
題
を
ヒ
ア
リ

ン
グ
し
、
次
年
度
以
降
の
計
画
に

反
映
し
て
い
け
る
よ
う
改
善
策
の
立

案
に
向
け
、
仮
説
を
た
て
た
。

Ａ
事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
と
お
り
、
適
切
に
実
施
さ
れ
た
C

1
便
あ
た
り
1
1
.5
人
、
年
間
利
用

者
目
標
1
5
,7
0
0
人
の
目
標
値
に

対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
8
.9
人
、

1
2
,1
8
6
人
と
目
標
値
を
下
回
る

結
果
と
な
っ
た
。

背
景
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
伴
う
行

動
規
制
の
結
果
、
利
用
者
が
落

ち
込
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

チ
ロ
ル
の
森
の
廃
止
に
伴
い
、
当

該
バ
ス
停
の
廃
止
及
び
日
・
祝
日

便
の
廃
止
を
検
討
す
る
ほ
か
、
速

達
性
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、
主
要

バ
ス
停
を
中
心
に
運
行
す
る
速
達

便
の
導
入
を
検
討
す
る
な
ど
、
次
回

の
ダ
イ
ヤ
改
正
時
に
改
善
を
図
っ

て
い
く
。

ア
ル
ピ
コ
タ
ク
シ
ー
(株
)
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